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公園計画概念図 
特別保護地区 

第１種特別地域 

第2種特別地域 

第3種特別地域 

普通地域 

海域公園地区

●公園計画の考え方 

保護のための計画 

利用のための計画 

 土地の自然の状態や使われ方によって、特別保護地区、
第1種から第3種までの特別地域、普通地域に分けます。
規制は特別保護地区が最も厳しく、普通地域になるに従っ
て緩やかになっています。 
 また、それぞれの公園の自然保護と利用のバランスを
考えて、計画的に施設の整備を行なうために公園ごとに
山小屋や登山道やビジターセンターの配置を考えます。 

特別保護地区 292,399ha

第2種特別地域 517,133ha

第1種特別地域 290,792ha

第3種特別地域 518,749ha

普通地域 575,859ha

国立公園の地種区分 （総面積2,194,931ha） 

特別地域 

→陸域海域←


